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６ (1) 前払い金 なし

(2) 部分払い なし

７

(1) (52) 回

(2) (52) 回

(3) (52) 回

(4) (26) 回

(5) (52) 回

(6) 24 回

(7) 1 式

令和８年度　一般会計歳出　第２款２項１目　GREEN×EXPO市発信・活動等事業　12節(18)　委託料

支 払 い 方 法

委　  託  　名

連絡先
脱炭素・GREEN×EXPO推進局GREEN×EXPO推進課　清野

委  託  概  要

履  行  場  所

電話　045-671-4627

諸経費

再設置

横浜市 脱炭素・GREEN×EXPO推進局

－１－

設　　計　　書

履  行  期　間 令和８年４月１日(水)から令和９年３月31日(水)まで

なし

契　約　区　分

その他特記事項

令和８年度 GREEN×EXPO 横断幕等の管理等委託

横浜市内各所

概算契約

点検対応

一時撤去等対応

張替対応

対応報告

申請対応



￥ .-

内　　訳 ￥ .-

消費税及び地方消費税相当額 ￥ .-

－２－

委 託 代 金 額

業　務　価　格

横浜市 脱炭素・GREEN×EXPO推進局



費 目 細　　　別 数 量単位 単価（円） 金額（円） 摘      要

(1) 点検対応 (52) 回 最低年２回

01_鶴見区　　 (2) 回

02_神奈川区　 (2) 回

03_西区　　　 (2) 回

04_中区　　　 (2) 回

05_南区　　　 (2) 回

06_港南区　　 (2) 回

07_保土ケ谷区 (2) 回

08_旭区　　　 (2) 回

09_磯子区　　 (2) 回

10_金沢区　　 (2) 回

11_港北区　　 (2) 回

12_緑区　　　 (2) 回

13_青葉区　　 (2) 回

14_都筑区　　 (2) 回

15_戸塚区　　 (2) 回

16_栄区　　　 (2) 回

17_泉区　　　 (2) 回

18_瀬谷区　　 (4) 回 ２か所×各１枚

19_瀬谷駅前　 (2) 回

20_桜木町駅前 (2) 回

21_二俣川駅前 (4) 回 １か所×２枚

22_保土ケ谷バイパス (2) 回

23_東名高速　 (4) 回 ２か所×各１枚

(2) 一時撤去等対応 (52) 回 一時撤去、保管

01_鶴見区　　 (2) 回

02_神奈川区　 (2) 回

03_西区　　　 (2) 回

04_中区　　　 (2) 回

05_南区　　　 (2) 回

06_港南区　　 (2) 回

07_保土ケ谷区 (2) 回 高所作業車が必要

08_旭区　　　 (2) 回

09_磯子区　　 (2) 回

10_金沢区　　 (2) 回

11_港北区　　 (2) 回

12_緑区　　　 (2) 回

13_青葉区　　 (2) 回

14_都筑区　　 (2) 回

15_戸塚区　　 (2) 回

16_栄区　　　 (2) 回

17_泉区　　　 (2) 回

18_瀬谷区　　 (4) 回 ２か所×各１枚

19_瀬谷駅前　 (2) 回

20_桜木町駅前 (2) 回

21_二俣川駅前 (4) 回 １か所×２枚

22_保土ケ谷バイパス (2) 回

23_東名高速　 (4) 回 ２か所×各１枚

横浜市 脱炭素・GREEN×EXPO推進局

－３－



費 目 細　　　別 数 量単位 単価（円） 金額（円） 摘      要

(3) 再設置 (52) 回 再設置

01_鶴見区　　 (2) 回

02_神奈川区　 (2) 回

03_西区　　　 (2) 回

04_中区　　　 (2) 回

05_南区　　　 (2) 回

06_港南区　　 (2) 回

07_保土ケ谷区 (2) 回 高所作業車が必要

08_旭区　　　 (2) 回

09_磯子区　　 (2) 回

10_金沢区　　 (2) 回

11_港北区　　 (2) 回

12_緑区　　　 (2) 回

13_青葉区　　 (2) 回

14_都筑区　　 (2) 回

15_戸塚区　　 (2) 回

16_栄区　　　 (2) 回

17_泉区　　　 (2) 回

18_瀬谷区　　 (4) 回 ２か所×各１枚

19_瀬谷駅前　 (2) 回

20_桜木町駅前 (2) 回

21_二俣川駅前 (4) 回 １か所×２枚

22_保土ケ谷バイパス (2) 回

23_東名高速　 (4) 回 ２か所×各１枚

(4) 張替対応 (26) 回

01_鶴見区　　 (1) 回

02_神奈川区　 (1) 回

03_西区　　　 (1) 回

04_中区　　　 (1) 回

05_南区　　　 (1) 回

06_港南区　　 (1) 回

07_保土ケ谷区 (1) 回 高所作業車が必要

08_旭区　　　 (1) 回

09_磯子区　　 (1) 回

10_金沢区　　 (1) 回

11_港北区　　 (1) 回

12_緑区　　　 (1) 回

13_青葉区　　 (1) 回

14_都筑区　　 (1) 回

15_戸塚区　　 (1) 回

16_栄区　　　 (1) 回

17_泉区　　　 (1) 回

18_瀬谷区　　 (2) 回 ２か所×各１枚

19_瀬谷駅前　 (1) 回

20_桜木町駅前 (1) 回

21_二俣川駅前 (2) 回 １か所×２枚

22_保土ケ谷バイパス (1) 回

23_東名高速　 (2) 回 ２か所×各１枚

横浜市 脱炭素・GREEN×EXPO推進局

－４－



費 目 細　　　別 数 量単位 単価（円） 金額（円） 摘      要

(5) 対応報告 (52) 回 最低年２回

(6) 申請対応 24 回 東名高速２か所×12か月

(7) 諸経費 1 式

業務価格
　　  Ａ

  (1)～(7)

消費税及び
地方消費税

  相当額 Ｂ
10%

業務委託料 Ａ＋Ｂ

－５－

横浜市 脱炭素・GREEN×EXPO推進局



令和８年度 GREEN×EXPO 横断幕等の管理等委託 仕様書 

 

１ 目的 

   GREEN×EXPOの開催に向けたプロモーションとして、各区役所等に展開する横断幕・

懸垂幕（以下「幕類」という。）の管理等を行う。 

 

２ 履行場所 

横浜市内各所 

 

３ 業務内容 

 (1) 点検対応 （概算） 

幕類の掲出状況を点検し、必要に応じてメンテナンス等を行う。初回点検を含め、

年度間に最低２回の掲出状況の点検を行い、委託者に報告する。なお、点検日時や  

順番は委託者と協議の上、決定する。 

 

(2) 一時撤去等対応（一時撤去、保管）（概算） 

設置場所において、荒天の場合や他団体の幕類設置等に伴い、幕類の一時撤去（移

設含む）が必要となった場合は、既存幕類の劣化・破損状況を確認・報告の上、委託

者の指示に基づき、幕類の一時撤去、保管を行う。（１か所の一時撤去、保管までを

１回とする。）なお、幕類が劣化・破損等により使用に耐えない場合は、幕類を取り

外し、委託者へ返却する。 

なお、幕類の再製作や修繕に要する費用は、本委託に含まない。 

 

(3) 一時撤去時の再設置（概算） 

(2)により一時撤去した幕類を委託者の指示に基づき、再設置（移設含む）を行う。 

 

(4) 張替対応 （概算） 

幕類のデザイン変更等により張替対応が必要になった場合は、掲出場所の確認、 

施設管理者等への調整、申請等、掲出に当たり必要な対応を委託者の指示に基づき 

行う。取り外した古い幕類は、委託者へ返却する。また、掲出予定場所への設置が困

難な場合は、代替設置場所を提案するなど、適宜、委託者と協議の上、業務の遂行に

努めること。なお、張替に用いる幕類は委託者から提供する。 

 

(5) 対応報告 （概算） 

(1)～(4)の対応を行った場合は、対応内容や実施状況が分かる写真等を報告書とし

て取りまとめ、実施後、原則２週間以内に委託者へ報告書を提出すること。 

 

 (6) 申請対応 

東名高速道路上に掲出中の横断幕２件（水押橋、堀合橋）については、毎月、所管

の警察署に市が作成した道路使用許可申請書を提出すること。 

 

 



 

(7) 諸経費 

   その他、本件委託を履行する上で必要な経費。 

 

４ 掲出場所等 

幕類の詳細は別紙のとおり 

 

５ 契約期間 

令和８年４月１日（水）から令和９年３月31日（水）まで 

 

６ その他 

(1) 委託者と適宜連絡調整を行い、スケジュール管理等、計画的な業務遂行を行うこと。 

(2) 業務の履行に際し、道路管理者等への申請や許可等が必要な場合は、その手続や  

必要書類等の作成について、適宜、委託者と協力し、業務の遂行に努めること。 

(3) 幕類の掲出期間が長期（約２年程度継続設置予定）にわたること、その間の台風等

の荒天を想定し、安全面に十分留意した点検を行うこと。 

(4) 他の車両や通行人の妨げにならないよう安全に十分配慮して作業を行うこと。 

(5) 本仕様書に定められていない事項や業務内容に疑義が生じた場合及び業務上重要

な事項の選定については、あらかじめ委託者に連絡の上、委託者からの指示又は承認

を受けること。 

(6) 本件委託業務の実施に当たっては、本仕様書のほか、横浜市の約款を遵守すること。 



GREEN×EXPO 横断幕・懸垂幕 一覧

01_鶴見区 ：【懸垂幕】W650×H2,300mm（1：3.5）

区役所正面入口ガラス扉（再剥離シート・片面）

02_神奈川区：【懸垂幕】W800×H14,000mm（1：17.5）

消防署上部（ターポリン・片面）



03_西区 ：【横断幕】W4,500×H900mm （5.0：1）

区役所正面入口（遮光ターポリン・両面）

04_中区 :【横断幕】W6,000×H1,170mm （5.13：1）

区役所外（ターポリン・片面）



05_南区 ：【懸垂幕】W700×H6,300mm（1：9.0）

区役所外（ターポリン・片面）

06_港南区：【懸垂幕】W850×H6,800mm（1：8.0）

区役所駐車場入口手前（メッシュターポリン・片面）



07_保土ケ谷区：【横断幕】W12,000×H1,500mm（8.0：1）

区役所本館２Ｆ（ターポリン・片面）

08_旭区 ：【横断幕】W4,500×H900mm（5.0：1）

区役所屋上（ターポリン・片面）



09_磯子区 ：【横断幕】W4,150×H880mm （4.7：1）

区役所正面入口壁面（ターポリン・片面）

10_金沢区 ：【懸垂幕】W800×H14,000mm（1：17.5）

消防署上部（ターポリン・片面）



11_港北区 ：【横断幕】W4,150×H880mm （4.7：1）

区役所壁面（ターポリン・片面）

12_緑区 ：【横断幕】W4,650×H650mm （7.2：1）

区役所入口前（遮光ターポリン・両面）



13_青葉区 ：【横断幕】W4,500×H900mm （5.0：1）

区役所外（ターポリン・片面）

14_都筑区 ：【横断幕】W8,000×H1,000mm（8.0：1）

区役所外（ターポリン・片面）



15_戸塚区 ：【横断幕】W8,000×H1,000mm（8.0：1）

区役所外（ターポリン・片面）

16_栄区 ：【横断幕】W8,000×H1,000mm（8.0：1）

区役所２Ｆベランダ（ターポリン・片面）



17_泉区 ：【懸垂幕】W1,400×H9,600mm（1：6.9）

区役所外（ターポリン・片面）

18_瀬谷区：①【横断幕】W5,600×H700mm （8.0：1）
②【懸垂幕】W850×H6,800mm （1：8.0）

①区役所２Ｆ入口付近（ターポリン・片面）

②区役所正面入口 （ターポリン・片面）



19_瀬谷駅前 ：【横断幕】W4,500×H900mm（5.0：1）

瀬谷駅南北自由通路 改札口正面のガラス窓上
（ターポリン・片面）

20_桜木町駅前：【横断幕】W4,500×H900mm（5.0：1）

駅前フェンス（ターポリン・片面）



21_二俣川駅前：①【横断幕】W8,000×H1,000mm（8.0：1）

②【横断幕】W8,000×H1,000mm（8.0：1）

①② 駅前歩道橋の両側（ターポリン・片面）

22_保土ケ谷バイパス：【横断幕】W12,500×H800mm（15.6：1）

下川井１号線 下り車線（ターポリン・片面）



23_東名高速 ：①【横断幕】W12,500×H800mm（15.6：1）

②【横断幕】W12,500×H800mm（15.6：1）

①水押橋：瀬谷区五貫目町付近（ターポリン・片面）

②堀合橋：瀬谷区目黒町付近 （ターポリン・片面）
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